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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線網を通じて、外部の電話装置と通信する機能としての第一通信機能と、コンピ
ュータネットワークを通じて、外部のコンピュータと通信する機能としての第二通信機能
とを有する通信装置であって、
　入力装置から入力される利用者の操作情報に基づき、前記コンピュータネットワーク内
のコンピュータが管理するデータであって、利用者により指定されたデータを、前記第二
通信機能を用いて、前記コンピュータから取得するデータ取得手段と、
　前記データ取得手段が取得したデータに基づく画像を印刷する画像出力手段と、
　前記画像出力手段によって前記データ取得手段が取得したデータに基づく画像が印刷さ
れたことを条件に、前記第一通信機能を用いて、この印刷に供された前記データに対応す
る電話装置に対し、発呼する発呼手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記コンピュータネットワーク内のアドレスの情報と、このアドレスに対応する電話装
置の識別情報と、を関連付けて記憶するデータベースから、データ取得先のアドレスの情
報に関連付けられた電話装置の識別情報を取得する識別情報取得手段
　を備え、
　前記発呼手段は、前記画像出力手段によって前記データ取得手段が取得したデータに基
づく画像が印刷されたことを条件に、前記識別情報取得手段が取得した電話装置の識別情
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報に基づき、前記印刷に供された前記データに対応する電話装置に対し、発呼する構成に
されていることを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記データ取得手段が取得したデータを、自装置に搭載された不揮発性の記憶媒体に記
録するデータ記録手段、を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の通信装置
。
【請求項４】
　前記データベースは、所定の店舗毎に、店舗が有する電話装置の識別情報と、この店舗
に関するデータの取得先を表すアドレスの情報と、を関連付けて記憶するデータベースで
あることを特徴とする請求項２記載の通信装置。
【請求項５】
　前記店舗に関するデータの取得先を表すアドレスの情報は、店舗にて使用可能なクーポ
ンを表すクーポンデータの取得先を表すアドレスの情報であることを特徴とする請求項４
記載の通信装置。
【請求項６】
　前記画像出力手段によって前記画像が印刷されると、発呼動作を行うか否かを利用者に
対して問い合わせる問合せ手段
　を備え、
　前記発呼手段は、前記問合せ手段に対する応答動作により前記入力装置を通じて前記発
呼動作を行う旨の入力操作がなされた場合に限って、前記印刷に供された前記データに対
応する電話装置への発呼動作を行うこと
　を特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線網を通じて外部の電話装置と通信可能で、コンピュータネットワー
クを通じて外部のコンピュータと通信可能な通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信装置としては、電話回線網に接続された電話装置や、インターネット等のコ
ンピュータネットワークに接続されたパーソナルコンピュータ、サーバ装置等が知られて
いる。また、インターネット等のコンピュータネットワークに接続可能な通信装置として
は、電話回線網を通じた音声通信及びファクシミリ通信が可能なディジタル複合機等（例
えば、特許文献１参照）が知られている。
【０００３】
　その他、通信装置を用いたシステムとしては、ファクシミリ装置間で通信を行うことに
より、各種業務の予約を受付可能な電話予約システムが知られている。公知の電話予約シ
ステムとしては、例えば、予約受付側のファクシミリ装置から音声メッセージを予約者側
のファクシミリ装置に送信して音声通信すると共に、予約者側のファクシミリ装置から予
約受付側のファクシミリ装置にプッシュボタン信号が入力されると、予約受付側のファク
シミリ装置が、このプッシュボタン信号を処理して、予約受付票のイメージデータを生成
し、これを予約者側のファクシミリ装置に送信して、予約者側のファクシミリ装置に、予
約受付票を印刷させる電話予約システムが知られている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－２２５３９号公報
【特許文献２】特開平９－４４５８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、インターネット上に存在するサイトとしては、店舗が紹介されたサイトであ
って、クーポンデータ等をダウンロード可能なサイトが知られており、このクーポンデー
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タを利用すれば、消費者は、対応する店舗で、商品や役務にかかる支払額の割引等を受け
ることができる。例えば、クーポンデータを印刷出力したものを店員に提示したり、クー
ポンデータを表示出力したもの（携帯端末等）を店員に提示することで、支払額の割引等
を受けることができる。
【０００５】
　しかしながら、クーポンデータについては、従来、消費者が自ら、インターネット上の
該当サイトにアクセスして、これをダウンロードしなければならなかった。即ち、消費者
は、電話予約のために店舗に電話する操作（電話番号の入力操作等）と共に、クーポンデ
ータを、インターネット上のサイトから取得する操作を、装置（ディジタル複合機等）に
対して行わなければならない場合があり、操作量の多さから煩わしさを感じることがあっ
た。
【０００６】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、複数種のネットワーク（電話回線
網、及び、コンピュータネットワーク）内の関連する装置へのアクセスにかかる利用者の
操作を低減することを目的する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するためになされた本発明の通信装置は、利用者の操作情報に基づき
コンピュータネットワークからデータを取得し、このデータに基づく画像を印刷した後に
、この取得データに対応する電話装置に対し呼を発する構成にされたものである。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
　即ち、本発明（請求項１記載）の通信装置は、電話回線網を通じて、外部の電話装置と
通信する機能としての第一通信機能と、コンピュータネットワークを通じて、外部のコン
ピュータと通信する機能としての第二通信機能とを有する通信装置であって、入力装置か
ら入力される利用者の操作情報に基づき、コンピュータネットワーク内のコンピュータが
管理するデータであって、利用者により指定されたデータを、第二通信機能を用いて、上
記コンピュータから取得するデータ取得手段と、このデータ取得手段が取得したデータに
基づく画像を印刷する画像出力手段と、この画像出力手段によってデータ取得手段が取得
したデータに基づく画像が印刷されたことを条件に、上記第一通信機能を用いて、この印
刷に供されたデータに対応する電話装置に対し、発呼する発呼手段と、を備える。
【００２１】
　この通信装置では、データ取得手段及び画像出力手段と連動して、発呼手段が、取得デ
ータに対応する電話装置に対して呼を発する。従って、この通信装置によれば、複数種の
ネットワーク（電話回線網、及び、コンピュータネットワーク）にまたがる関連する装置
へのアクセスにかかる利用者の操作を低減することができ、利用者は、簡単な操作で、コ
ンピュータネットワークからデータを取得して、これを印刷媒体として出力し、このデー
タに対応する電話装置に、電話をかけることができる。特に、この通信装置によれば、取
得データに基づく画像を印刷して利用者に対し持ち運び可能にデータを出力するので、利
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用者にとっては便利である。
【００２２】
　例えば、データ取得手段がクーポンデータを取得し、画像出力手段が、このクーポンデ
ータに基づきクーポンを印刷すると、発呼手段が、クーポンを使用可能な店舗の電話装置
に対し発呼するように通信装置を構成すれば、利用者は、クーポンの取得と併せて、店舗
の電話番号等を入力する操作をすることなく、店員と通話することができ、予約等の行為
を簡単にすることができる。
【００２３】
　尚、請求項１記載の通信装置は、電話装置に対応するデータと、電話装置の識別情報と
、を関連付けて記憶するコンピュータネットワーク内の特定コンピュータから、利用者に
より指定されたデータを取得すると共に、このデータに対応する電話装置の識別情報を取
得し、この識別情報に基づいて、取得データに対応する電話装置に対し発呼する構成にさ
れてもよいし、請求項２記載のように構成されてもよい。
【００２４】
　請求項２記載の通信装置は、コンピュータネットワーク内のアドレスの情報（例えば、
ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）の情報）と、このアドレスに対応する電話装置の識
別情報と、を関連付けて記憶するデータベースから、データ取得先のアドレスの情報に関
連付けられた電話装置の識別情報を取得する識別情報取得手段を備え、画像出力手段によ
ってデータ取得手段が取得したデータに基づく画像が印刷されたことを条件に、発呼手段
が、識別情報取得手段により取得された電話装置の識別情報に基づき、上記印刷に供され
たデータに対応する電話装置に対し、呼を発する構成にされたものである。このように通
信装置を構成すれば、データの提供側では、データ取得手段によって取得されるデータの
実体を、上記データベースとは切り離して管理することができ、便利である。
【００２５】
　また、上述した通信装置は、データ取得手段が取得したデータを、ＮＶＲＡＭ（フラッ
シュメモリ）やハードディスク装置等の不揮発性の記録媒体に記録するように構成するこ
とができる。
【００２６】
　請求項３記載の通信装置は、データ取得手段が取得したデータを、自装置に搭載された
不揮発性の記憶媒体に記録するデータ記録手段を備えるものである。この通信装置によれ
ば、利用者にとって必要な時に、迅速に利用者に対しデータを提供することができる。
【００２７】
【００２８】
　また、上述したデータベースとしては、請求項４記載のように、所定の店舗毎に、店舗
が有する電話装置の識別情報と、この店舗に関するデータの取得先を表すアドレスの情報
と、を関連付けて記憶するデータベースを挙げることができる。このデータベースに基づ
いて動作する通信装置によれば、電話での店舗に対する問合せや予約行為、及び、アクセ
スマップやクーポンデータ等の店舗に関するデータ取得行為の両行為を、利用者が簡単な
操作で、連続して行うことができ、便利である。
【００２９】
　更に言えば、店舗に関するデータの取得先を表すアドレスの情報としては、請求項５記
載のように、店舗にて使用可能なクーポンを表すクーポンデータの取得先を表すアドレス
の情報を挙げることができる。電話での店舗に対する問合せや予約行為、及び、クーポン
データ取得行為の両行為を、簡単な操作で、連続して行うことができるようにすれば、消
費者による店舗の利用頻度が向上する。
【００３０】
　この他、上述の通信装置は、請求項６記載のように、画像出力手段によって画像が印刷
されると、発呼動作を行うか否かを利用者に対して問い合わせる問合せ手段を備え、問合
せ手段に対する応答動作により入力装置を通じて発呼動作を行う旨の入力操作がなされた
場合に限って、発呼手段が、印刷に供されたデータに対応する電話装置への発呼動作を行
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う構成にすることができる。
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
　また、上述した通信装置（請求項１～６）が備える各手段としての機能は、プログラム
により、コンピュータに実現させることができる。
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施例について図面と共に説明する。図１は、本発明が適用された通信
システム１の構成を表す説明図である。
　本実施例の通信システム１は、利用者毎のディジタル複合機１０と、広告サーバ３０と
、予め登録された店舗毎の店舗サーバ４０及び電話装置５０と、からなる。この通信シス
テム１においては、各ディジタル複合機１０と、広告サーバ３０と、各店舗サーバ４０と
が、コンピュータネットワーク（具体的にはＴＣＰ／ＩＰネットワーク（所謂インターネ
ット））に接続され、各ディジタル複合機１０と各店舗の電話装置５０とが電話回線網に
接続されている。
【００３９】
　この通信システム１における複合機１０は、装置内各部を統括制御する制御部１１と、
オートドキュメントフィーダ（ＡＤＦ）等にセットされた原稿を光学的に読み取って画像
データを生成する読取部１３と、ネットワークを通じて外部から受信した画像データや読
取部１３にて生成された画像データに基づく画像を、用紙に形成（印刷）する印刷部１５
と、不揮発性の記録媒体（ＮＶＲＡＭや、ハードディスク装置）により構成され各種プロ
グラム及びデータを記憶する記憶部１７と、コンピュータネットワークに接続され、コン
ピュータネットワーク内の各装置と通信可能な通信部１９と、電話回線網に接続され、こ
の電話回線網を通じて外部の電話装置５０と通信可能な電話通信部２１と、表示操作部２
３と、を備える。
【００４０】
　制御部１１は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、ＣＰＵにて各種プ
ログラムを実行することにより、装置内各部を制御し、電話機能、ファクシミリ機能、コ
ンピュータ通信機能（ＴＣＰ／ＩＰ通信機能）、コピー機能、スキャナ機能、及び、プリ
ンタ機能を実現する。
【００４１】
　また、記憶部１７は、ＵＲＬ情報記憶部１７ａ及びクーポンデータ記憶部１７ｂを備え
る。ＵＲＬ情報記憶部１７ａには、ＵＲＬ情報とタイトル情報とからなるブックマークデ
ータが記憶され、クーポンデータ記憶部１７ｂには、クーポンデータとタイトル情報とか
らなるクーポン管理データが記憶される。
【００４２】
　その他、表示操作部２３は、液晶ディスプレイ等からなる表示部２３ａと、利用者が操
作可能な各種キーからなる操作部２３ｂとを有する。図２は、表示操作部２３の構成を示
す説明図である。図２に示すように、表示操作部２３は、操作部２３ｂに、左右のカーソ
ルキーＫ１，Ｋ２と、スタートキーＫ３と、キャンセルキーＫ４と、アスタリスク、シャ
ープ及び０～９までのキーからなる番号キー群Ｋ１０と、複写指令用のコピーキーＫ１１
と、ファックス送信指令用のファックスキーＫ１２と、読取指令用のスキャンキーＫ１３
と、インターネットキーＫ１４と、ブックマークキーＫ１５と、再印刷キーＫ１６と、を
備える。また、この表示操作部２３には、図示しないハンドセットや、ハンズフリー用の
スピーカ及びマイクロフォン等が設けられている。
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【００４３】
　また、広告サーバ３０は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを有し各種プログラムを
実行する制御部３１と、コンピュータネットワークに接続され、コンピュータネットワー
ク内の各装置と通信可能な通信部３３と、ハードディスク装置等から構成され各種プログ
ラムを記憶する記憶部３５と、を備える。また、この記憶部３５には、広告データと、当
該広告サーバ３０への登録申請がなされた各店舗の店舗データと、各店舗の電話番号を示
す発呼先データと、各店舗に対する問合せ回数を示す統計用の問合せ履歴データと、が記
憶されている。
【００４４】
　尚、図３（ａ）は、広告データの構成を表す説明図であり、図３（ｂ）は、店舗データ
の構成を表す説明図であり、図３（ｃ）は、発呼先データの構成を表す説明図であり、図
３（ｄ）は、問合せ履歴データの構成を表す説明図である。また、図４（ａ）は、マーク
アップ言語を用いた広告データの構成例を示した説明図であり、図４（ｂ）は、マークア
ップ言語を用いた店舗データの構成例を示した説明図である。
【００４５】
　図３（ａ）及び図４（ａ）に示すように、広告データには、登録申請がなされた各店舗
毎の店舗名を表す情報と、店舗データの取得先を表すＵＲＬ情報と、が互いに関連付けら
れて記述されている。
【００４６】
　また、図３（ｂ）及び図４（ｂ）に示すように、店舗データには、店舗名を表す情報と
、店舗の紹介文と、店舗の識別情報としての店舗コードを含む店舗の電話番号の取得先を
表すＵＲＬ情報と、当該店舗の店舗サーバ４０が保持するクーポンデータの取得先を表す
ＵＲＬ情報と、当該店舗の店舗サーバ４０が保持する詳細データの取得先を表すＵＲＬ情
報と、が記述されている。
【００４７】
　その他、図３（ｃ）に示すように、発呼先データには、登録申請がなされた各店舗毎の
店舗コードと、その店舗の電話番号と、が互いに関連付けられて記述されている。また、
図３（ｄ）に示すように、問合せ履歴データには、登録申請がなされた各店舗毎の店舗コ
ードと、その店舗に対する問合せ回数を表す値（初期値ゼロ）と、が互いに関連付けられ
て記述されている。
【００４８】
　また、各店舗サーバ４０は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを有し各種プログラム
を実行する制御部４１と、コンピュータネットワークに接続され、コンピュータネットワ
ーク内の各装置と通信可能な通信部４３と、ハードディスク装置等から構成され各種プロ
グラムを記憶する記憶部４５と、を備える。また、この記憶部４５には、対応する店舗の
クーポンデータ及び詳細データが記憶されている。尚、本実施例でいうクーポンデータと
は、クーポン（割引券）の画像形成（印刷）に必要なデータ（画像データ）のことであり
、詳細データは、店舗の詳細（アクセスマップ等）を示したデータのことである。
【００４９】
　その他、記憶部４５には、店舗サーバ４０の操作者からの入力情報に従って、予約内容
を示す予約受付票データを生成すると共に、この予約受付票データと予約受付番号とを関
連付けて記憶部４５に書き込む処理を、制御部４１のＣＰＵに実行させるための予約受付
票作成プログラムが記憶されている。
【００５０】
　続いて、複合機１０が実行する処理について詳しく説明する。図５は、複合機１０が備
えるインターネットキーＫ１４を、利用者が押下した場合に、複合機１０が実行する処理
の流れを概略的に示した説明図である。
【００５１】
　複合機１０の制御部１１は、インターネットキーＫ１４が押下されると、広告サーバ３
０が保持する広告データを、通信部１９を介して、広告サーバ３０から取得し、この広告
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データに基づいて、広告データに登録された各店舗についての店舗名を表す文字列（図５
に示す「居酒屋○○」「イタリアン△△」等）を配列してなる店舗一覧画面を、スクロー
ル可能に表示部２３ａに表示する。
【００５２】
　また、店舗一覧画面に基づいて、利用者がカーソルキーＫ１，Ｋ２を操作し特定の店舗
にカーソルを合わせた状態でスタートキーＫ３を押下すると、制御部１１は、この押下時
にカーソルが合わせられていた店舗に対応する店舗データを、広告データが示すＵＲＬ情
報に基づいて、広告サーバ３０から通信部１９を介して取得し、この店舗データに基づい
て、店舗名を表す文字列（図５に示す「イタリアン△△」）と、選択項目を表す文字列（
図５に示す［１．電話　２．クーポン　３．詳細］）と、店舗の紹介文と、からなる店舗
紹介画面を、スクロール可能に表示部２３ａに表示する。
【００５３】
　また、この店舗紹介画面に従って、利用者がキー群Ｋ１０内のキー「１」を押下すると
、制御部１１は、店舗データが示すＵＲＬ情報に基づいて、広告サーバ３０に店舗の電話
番号を問合せ、この問合せの結果得られた電話番号先に、電話通信部２１を通じて呼を発
し、対応する店舗に電話をかける。更に、この発呼後には、クーポン印刷確認画面を表示
部２３ａに表示し、肯定の意志表示として、利用者がキー群Ｋ１０内のキー「１」を押下
すると、店舗データが示すＵＲＬ情報に基づいて、クーポンデータを、店舗サーバ４０か
ら取得し、このクーポンデータに基づく画像（クーポン）を印刷部１５に印刷させる。
【００５４】
　その他、店舗紹介画面に従って、利用者がキー群Ｋ１０内のキー「２」を押下すると、
制御部１１は、店舗データが示すＵＲＬ情報に基づいて、クーポンデータを、店舗サーバ
４０から取得し、このクーポンデータに基づく画像（クーポン）を、印刷部１５に印刷さ
せると共に、発呼確認画面を表示部２３ａに表示する。そして、肯定の意志表示として、
利用者がキー群Ｋ１０内のキー「１」を押下すると、店舗データが示すＵＲＬ情報に基づ
いて、広告サーバ３０に店舗の電話番号を問合せ、この問合せの結果得られた電話番号先
に、電話通信部２１を通じて呼を発し、対応する店舗に電話をかける。
【００５５】
　また、店舗紹介画面に従って、利用者がキー群Ｋ１０内のキー「３」を押下すると、制
御部１１は、店舗データが示すＵＲＬ情報に基づいて、詳細データを、店舗サーバ４０か
ら取得し、この詳細データに基づく画像（アクセスマップ等）を、印刷部１５に印刷させ
る。尚、上述の処理は、本実施例において、制御部１１が、常時繰返し図６に示すメイン
処理を実行することにより実現される。図６は、制御部１１が繰返し実行するメイン処理
を表すフローチャートである。
【００５６】
　メイン処理を開始すると、制御部１１は、利用者が表示操作部２３を操作することによ
り、表示操作部２３から利用者の操作情報が入力されるまで待機し（Ｓ１１０）、操作情
報が入力されると（Ｓ１１０でＹｅｓ）、入力された操作情報に基づき、利用者の操作が
、発呼操作であるか否かを判断する（Ｓ１２０）。具体的には、オフフックを示す操作情
報が表示操作部２３から入力されると、利用者の操作が発呼操作であると判断する。そし
て、利用者の操作が、発呼操作であると判断すると（Ｓ１２０でＹｅｓ）、Ｓ１３０に移
行し、発呼操作受付処理を実行する。尚、図７は、制御部１１が実行する発呼操作受付処
理を表すフローチャートである。
【００５７】
　発呼操作受付処理を開始すると、制御部１１は、表示操作部２３を通じて利用者から入
力された電話番号先に、電話通信部２１を通じて呼を発し（Ｓ４１０）、入力された電話
番号先と当該複合機１０とを電話通信可能に接続する。また、この処理後には、Ｓ４２０
に移行し、広告サーバ３０に、入力された電話番号に対応する店舗データを保持している
か否かを、通信部１９を通じて問合せる。尚、複合機１０の記憶部１７には、問合せ先を
表すＵＲＬ情報が記憶されており、制御部１１は、このＵＲＬ先に対し、上記利用者から
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入力された電話番号を格納した店舗データの有無についての問合せデータを、通信部１９
を介して送信することにより、広告サーバ３０に、入力された電話番号に対応する店舗デ
ータを有しているか否かを問合せる。
【００５８】
　また、Ｓ４２０での処理を終了すると、制御部１１は、Ｓ４３０に移行し、広告サーバ
３０から送信されてくる応答データを、通信部１９を介して受信するまで待機し、応答デ
ータを受信すると、Ｓ４４０に移行して、この応答データに基づき、広告サーバ３０が上
記利用者から入力された電話番号に対応する店舗データを有しているか否かを判断する。
そして、店舗データを有していないと判断すると（Ｓ４４０でＮｏ）、当該発呼操作受付
処理を終了し、店舗データを有していると判断すると（Ｓ４４０でＹｅｓ）、Ｓ４５０に
移行して、応答データが示すＵＲＬ情報に基づき、このＵＲＬ先に格納された店舗データ
を、通信部１９を介し、広告サーバ３０に要求する。
【００５９】
　また、Ｓ４５０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ４６０に移行し、要求した店舗
データを、広告サーバ３０から通信部１９を介して受信するまで待機する。そして、店舗
データを受信すると、Ｓ４７０に移行し、受信した店舗データについての取得先ＵＲＬを
、ブックマーク登録する。具体的には、上記取得先ＵＲＬを示したＵＲＬ情報と、店舗デ
ータが示す店舗名を記したタイトル情報と、からなるブックマークデータを生成して、こ
れをＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録する。尚、同一店舗についてのブックマークデータが
既にＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録されている場合には、このブックマークデータに上書
きするようにして、上記生成したブックマークデータをＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録す
る。
【００６０】
　また、Ｓ４７０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ４８０に移行し、クーポン印刷
確認画面を、表示部２３ａに表示し、その後、利用者により肯定の意志表示を示す操作と
して、「１」キーの押下操作がなされるか、否定の意志表示を示す操作として、「２」キ
ーの押下操作がなされるまで待機する。そして、「２」キーの押下操作がなされると、ク
ーポン印刷の実行が禁止されたと判断し（Ｓ４９０でＮｏ）、Ｓ５１０～Ｓ５４０までの
処理を実行することなく、Ｓ５５０に移行して、Ｓ４６０で受信した店舗データに基づく
店舗紹介処理（図８参照）を実行する。また、Ｓ５５０における店舗紹介処理を終えると
、制御部１１は、当該発呼操作受付処理を終了し、Ｓ１１０に移行する。
【００６１】
　一方、クーポン印刷確認画面に従って、利用者が「１」キーの押下操作を行うと、制御
部１１は、クーポン印刷の実行が許可されたと判断して（Ｓ４９０でＹｅｓ）、Ｓ５１０
に移行し、店舗データが示すクーポンデータの取得先を表すＵＲＬ情報（図４（ｂ）に示
すｃｏｕｐｏｎ＿ＵＲＬタグに囲まれたＵＲＬ情報）に基づき、対応する店舗サーバ４０
に、クーポンデータを通信部１９を介して要求する。また、Ｓ５１０の処理を終了すると
、制御部１１は、Ｓ５２０に移行し、店舗サーバ４０から送信されてくる応答データとし
てのクーポンデータを、通信部１９を介して受信するまで待機し、クーポンデータを受信
すると、Ｓ５３０に移行して、受信したクーポンデータを、印刷部１５を介し印刷出力す
る。即ち、印刷部１５を制御して、クーポンデータに基づく画像（クーポン）を印刷部１
５に印刷させる。
【００６２】
　また、Ｓ５３０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ５４０に移行して、受信したク
ーポンデータを、クーポンデータ記憶部１７ｂに書き込む。具体的には、受信したクーポ
ンデータと、店舗データが示す店舗名を記したタイトル情報と、からなるクーポン管理デ
ータを生成し、これをクーポンデータ記憶部１７ｂに保存する。その後、制御部１１は、
Ｓ５５０に移行し、店舗紹介処理を実行する。そして、Ｓ５５０における店舗紹介処理を
終了すると、当該発呼操作受付処理を終了して、Ｓ１１０に移行する。
【００６３】
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　その他、Ｓ１２０において、利用者の操作が、発呼操作ではないと判断すると（Ｓ１２
０でＮｏ）、制御部１１は、表示操作部２３から入力された利用者の操作情報に基づき、
利用者の操作が、広告閲覧操作であるか否かを判断する（Ｓ１４０）。具体的に、本実施
例では、入力された利用者の操作情報が、インターネットキーＫ１４の押下操作を示す情
報である場合、利用者の操作が、広告閲覧操作であると判断する。
【００６４】
　Ｓ１４０で、利用者の操作が、広告閲覧操作であると判断すると、制御部１１は、Ｓ１
５０に移行し、記憶部１７が記憶する広告データの取得先を表すＵＲＬ情報に基づき、広
告サーバ３０に対し、広告データを通信部１９を介して要求する。また、Ｓ１５０での処
理を終えると、制御部１１は、Ｓ１６０に移行し、応答データとして、広告サーバ３０か
ら要求した広告データを、通信部１９を介して受信するまで待機し、広告データを受信す
ると、Ｓ１７０に移行して、受信した広告データに基づき、広告一覧画面を、表示部２３
ａに表示する。尚、この際には、広告データに格納された各店舗の店舗名を表す情報に基
づいて、各店舗の店舗名を表す文字列を配列してなる上記広告一覧画面を、表示部２３ａ
に表示すると共に、一覧の先頭に配置した店舗の文字列にカーソルを配置する。
【００６５】
　また、Ｓ１７０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ１８０に移行し、利用者が表示
操作部２３を操作することにより、表示操作部２３から利用者の操作情報が入力されるま
で待機する。
【００６６】
　そして、利用者の操作情報が入力されると（Ｓ１８０でＹｅｓ）、制御部１１は、入力
された操作情報に基づき、利用者の操作が、カーソル操作であるか否かを判断する（Ｓ１
９０）。具体的には、入力された操作情報が、カーソルキーＫ１，Ｋ２の押下操作を示す
情報である場合には、利用者の操作が、カーソル操作であると判断する。
【００６７】
　また、利用者の操作がカーソル操作であると判断すると（Ｓ１９０でＹｅｓ）、制御部
１１は、Ｓ２００に移行し、カーソル操作の内容に従って、広告一覧画面を更新し、広告
一覧画面におけるカーソル位置を、別店舗の文字列に合わせる。その後、Ｓ１８０に移行
する。
【００６８】
　一方、利用者の操作がカーソル操作ではないと判断すると（Ｓ１９０でＮｏ）、制御部
１１は、Ｓ２１０に移行し、利用者の操作が店舗の選択確定操作であるか否かを判断する
。具体的には、入力された操作情報が、スタートキーＫ３の押下操作を示す情報である場
合に、利用者の操作が店舗の選択確定操作であると判断する。
【００６９】
　そして、利用者の操作が選択確定操作であると判断すると（Ｓ２１０でＹｅｓ）、制御
部１１は、Ｓ２２０に移行し、選択された店舗についての店舗データの取得先を表すＵＲ
Ｌ情報に基づき、選択された店舗に対応する店舗データを、広告サーバ３０に対して通信
部１９を介し要求する。その後、制御部１１は、要求した店舗データを、広告サーバ３０
から通信部１９を介して受信するまで待機し（Ｓ２３０）、店舗データを受信すると、Ｓ
２４０に移行して、Ｓ２３０で受信した店舗データに基づく店舗紹介処理（図８参照）を
実行する。
【００７０】
　また、Ｓ２４０における店舗紹介処理を終了すると、制御部１１は、Ｓ２５０に移行し
、既に受信済みの広告データに基づいた広告一覧画面を、表示部２３ａに表示する。尚、
この際には、カーソル位置を、店舗紹介処理に移行する前の位置に合わせて、広告一覧画
面を表示する。このようにして、Ｓ２５０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ１８０
に移行する。
【００７１】
　その他、Ｓ２１０にて、利用者の操作が店舗の選択確定操作ではないと判断すると（Ｓ
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２１０でＮｏ）、制御部１１は、Ｓ２６０に移行し、利用者の操作がキャンセル操作であ
るか否かを判断する。具体的には、入力された操作情報が、キャンセルキーＫ４の押下操
作を示す情報である場合に、利用者の操作がキャンセル操作であると判断する。
【００７２】
　そして、利用者の操作がキャンセル操作であると判断すると（Ｓ２６０でＹｅｓ）、当
該メイン処理を一旦終了して、Ｓ１１０に移行し、利用者の操作がキャンセル操作ではな
いと判断すると（Ｓ２６０でＮｏ）、Ｓ２７０に移行し、利用者の操作に対応した処理（
例えば、拒否音の出力処理等）を実行した後、Ｓ１８０に移行する。
【００７３】
　一方、Ｓ１４０において、利用者の操作が、広告閲覧操作ではないと判断すると（Ｓ１
４０でＮｏ）、制御部１１は、表示操作部２３から入力された利用者の操作情報に基づき
、利用者の操作が、ブックマーク操作であるか否かを判断する（Ｓ３００）。具体的に、
本実施例では、ブックマークキーＫ１５が押下されると、利用者の操作が、ブックマーク
操作であると判断する。
【００７４】
　そして、利用者の操作が、ブックマーク操作であると判断すると（Ｓ３００でＹｅｓ）
、Ｓ３１０に移行し、ＵＲＬ選択画面を表示部２３ａに表示する。尚、ＵＲＬ選択画面は
、ＵＲＬ情報記憶部１７ａが記憶する各ブックマークデータのタイトルを一覧表示してな
るものである。
【００７５】
　また、このＵＲＬ選択画面に基づいて、利用者が、ＵＲＬ選択画面に表示されたタイト
ルの一つを選択すると、制御部１１は、利用者により選択されたタイトルに対応するブッ
クマークデータのＵＲＬ情報に基づき、対応する店舗データを、通信部１９を介し広告サ
ーバ３０に要求する（Ｓ３２０）。その後、制御部１１は、要求した店舗データを、広告
サーバ３０から通信部１９を介して受信するまで待機し（Ｓ３３０）、店舗データを受信
すると、Ｓ３４０に移行して、Ｓ３３０で受信した店舗データに基づく店舗紹介処理（図
８参照）を実行する。そして、Ｓ３４０における店舗紹介処理を終了すると、当該メイン
処理を一旦終了し、Ｓ１１０に移行する。
【００７６】
　その他、Ｓ３００において、利用者の操作が、ブックマーク操作ではないと判断すると
（Ｓ３００でＮｏ）、制御部１１は、Ｓ３５０に移行し、利用者の操作が、再印刷操作で
あるか否かを判断する。具体的に、本実施例では、再印刷キーＫ１６が押下されると、利
用者の操作が、再印刷操作であると判断する。
【００７７】
　そして、利用者の操作が、再印刷操作であると判断すると（Ｓ３５０でＹｅｓ）、制御
部１１は、Ｓ３６０にて、データ選択画面を、表示部２３ａに表示する。尚、データ選択
画面は、クーポンデータ記憶部１７ｂが記憶する各クーポン管理データのタイトルを一覧
表示してなるものである。
【００７８】
　また、このデータ選択画面に基づき、利用者が、データ選択画面に表示されたタイトル
の一つを選択すると、制御部１１は、Ｓ３７０に移行して、利用者により選択されたタイ
トルに対応するクーポン管理データが含むクーポンデータを、印刷部１５を通じて印刷出
力する。即ち、印刷部１５を制御して、利用者に選択されたクーポンデータに基づく画像
（クーポン）を用紙に印刷する。その後、制御部１１は、当該メイン処理を一旦終了し、
Ｓ１１０に移行する。
【００７９】
　その他、利用者の操作が、再印刷操作ではないと判断すると（Ｓ３５０でＮｏ）、制御
部１１は、Ｓ３９０に移行して、利用者の操作に対応した処理を実行した後、当該メイン
処理を終了し、その後、Ｓ１１０に移行する。
【００８０】
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　次に、制御部１１が、Ｓ２４０，Ｓ３４０，Ｓ５５０で実行する店舗紹介処理について
説明する。図８は、制御部１１が実行する店舗紹介処理を表すフローチャートである。
　店舗紹介処理を実行すると、制御部１１は、発呼フラグ及び印刷フラグをリセットして
、これらフラグの値をＲＡＭに記憶すると共に（Ｓ６０５）、先に（Ｓ２３０又はＳ３３
０又はＳ４３０で）受信した店舗データに基づき、店舗紹介画面（図５参照）を、表示部
２３ａに表示する（Ｓ６１０）。
【００８１】
　また、Ｓ６１０での処理を終えると、制御部１１は、利用者が表示操作部２３を操作す
ることにより、表示操作部２３から利用者の操作情報が入力されるまで待機し（Ｓ６２０
）、利用者の操作情報が入力されると（Ｓ６２０でＹｅｓ）、Ｓ６３０に移行し、この操
作情報に基づいて、利用者の操作がキャンセル操作（キャンセルキーＫ４の押下操作）で
あるか否かを判断する。そして、利用者の操作がキャンセル操作であると判断すると（Ｓ
６３０でＹｅｓ）、当該店舗紹介処理を終了し、利用者の操作がキャンセル操作ではない
と判断すると（Ｓ６３０でＮｏ）、Ｓ６４０に移行する。
【００８２】
　また、Ｓ６４０に移行すると、制御部１１は、利用者の操作が発呼操作であるか否かを
判断する。具体的には、入力された操作情報が、「１」キーの押下操作を示す情報である
場合には、利用者の操作が発呼操作であると判断し、それ以外の情報である場合には、利
用者の操作が発呼操作ではないと判断する。
【００８３】
　そして、利用者の操作が発呼操作であると判断すると（Ｓ６４０でＹｅｓ）、制御部１
１は、Ｓ６５０に移行し、店舗データに記された店舗の電話番号の取得先を表すＵＲＬ情
報（図４（ｂ）に示すｐｈｏｎｅ＿ＵＲＬタグに囲まれたＵＲＬ情報）に基づき、店舗デ
ータが示す当該店舗の店舗コード（ＵＲＬ情報に引数として記述された店舗コード（図４
（ｂ）に示す「ＩＤ００００」））を格納した電話番号についての問合せデータを、通信
部１９を介して、広告サーバ３０に送信する。制御部１１は、この動作により、広告サー
バ３０に店舗の電話番号を問合せる。
【００８４】
　その後、制御部１１は、Ｓ６６０に移行して、電話番号が記された応答データを、広告
サーバ３０から通信部１９を介して受信するまで待機し、広告サーバ３０から応答データ
を受信すると、Ｓ６７０に移行して、応答データに記された電話番号先の電話装置５０に
呼を発し、応答データに記された電話番号先の電話装置５０との接続を確立する。
【００８５】
　また、Ｓ６７０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ６８０に移行し、先に受信し表
示処理した店舗データについての取得先ＵＲＬを、ブックマーク登録する。即ち、店舗デ
ータの取得先ＵＲＬを表すＵＲＬ情報と、店舗データが示す店舗名を記したタイトル情報
と、からなるブックマークデータを生成し、これをＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録する。
尚、同一店舗についてのブックマークデータが既にＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録されて
いる場合には、このブックマークデータに上書きするようにして、上記生成したブックマ
ークデータをＵＲＬ情報記憶部１７ａに登録する。
【００８６】
　その他、Ｓ６８０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ６９０に移行して、発呼フラ
グをセットし、その後、Ｓ７００にて、印刷フラグがセットされた状態であるか否かを判
断する。そして、印刷フラグがセットされた状態ではないと判断すると（Ｓ７００でＮｏ
）、Ｓ７１０に移行し、印刷フラグがセットされた状態であると判断すると（Ｓ７００で
Ｙｅｓ）、Ｓ７１０に移行せずに、Ｓ６１０に移行する。
【００８７】
　また、Ｓ７１０に移行すると、制御部１１は、クーポン印刷確認画面（図５参照）を表
示部２３ａに表示し、その後、Ｓ７２０に移行して、利用者により肯定の意志表示を示す
操作として、「１」キーの押下操作がなされるか、否定の意志表示を示す操作として、「
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２」キーの押下操作がなされるまで待機する。そして、「２」キーの押下操作がなされる
と、クーポン印刷の実行が禁止されたと判断して（Ｓ７２０でＮｏ）、Ｓ６１０に移行し
、「１」キーの押下操作がなされると、クーポン印刷の実行が許可されたと判断して（Ｓ
７２０でＹｅｓ）、Ｓ７４０に移行する。
【００８８】
　その他、Ｓ６４０で、利用者の操作が発呼操作ではないと判断すると（Ｓ６４０でＮｏ
）、制御部１１は、Ｓ７３０に移行し、利用者の操作がクーポン印刷操作であるか否かを
判断する。具体的には、入力された操作情報が、「２」キーの押下操作を示す情報である
場合、利用者の操作がクーポン印刷操作であると判断し、それ以外の情報である場合には
、利用者の操作がクーポン印刷操作ではないと判断する。そして、利用者の操作がクーポ
ン印刷操作であると判断すると（Ｓ７３０でＹｅｓ）、Ｓ７４０に移行し、利用者の操作
がクーポン印刷操作ではないと判断すると（Ｓ７３０でＮｏ）、Ｓ８２０に移行する。
【００８９】
　Ｓ７４０に移行すると、制御部１１は、店舗データが示すクーポンデータの取得先を表
すＵＲＬ情報に基づき、対応する店舗サーバ４０に、通信部１９を介してクーポンデータ
を要求する。また、Ｓ７４０での処理を終了すると、Ｓ７５０に移行し、店舗サーバ４０
から送信されてくる応答データとしてのクーポンデータを、通信部１９を介して受信する
まで待機する。そして、クーポンデータを受信すると、Ｓ７６０に移行して、受信したク
ーポンデータを、印刷部１５に印刷出力させる。
【００９０】
　また、Ｓ７６０での処理を終えると、制御部１１は、Ｓ７７０に移行して、受信したク
ーポンデータを、クーポンデータ記憶部１７ｂに書き込む。具体的には、受信したクーポ
ンデータと、店舗データが示す店舗名を記したタイトル情報と、からなるクーポン管理デ
ータを生成し、これをクーポンデータ記憶部１７ｂに保存する。その後、制御部１１は、
Ｓ７８０に移行して、印刷フラグをセットし、Ｓ７９０に移行する。
【００９１】
　また、Ｓ７９０に移行すると、制御部１１は、発呼フラグがセットされた状態であるか
否かを判断し、発呼フラグがセットされた状態ではないと判断すると（Ｓ７９０でＮｏ）
、Ｓ８００に移行し、発呼フラグがセットされた状態であると判断すると（Ｓ７９０でＹ
ｅｓ）、Ｓ８００に移行せずに、Ｓ６１０に移行する。
【００９２】
　Ｓ８００に移行すると、制御部１１は、発呼確認画面（図５参照）を表示部２３ａに表
示し、その後、利用者により肯定の意志表示を示す操作として、「１」キーの押下操作が
なされるか、否定の意志表示を示す操作として、「２」キーの押下操作がなされるまで待
機する（Ｓ８１０）。そして、「２」キーの押下操作がなされると、発呼が禁止されたと
判断して（Ｓ８１０でＮｏ）、Ｓ６１０に移行し、「１」キーの押下操作がなされると、
発呼が許可されたと判断して（Ｓ８１０でＹｅｓ）、Ｓ６５０に移行する。
【００９３】
　その他、制御部１１は、Ｓ８２０に移行すると、利用者の操作が詳細印刷操作であるか
否かを判断する。具体的には、入力された操作情報が、「３」キーの押下操作を示す情報
である場合、利用者の操作が詳細印刷操作であると判断し、それ以外の情報である場合に
は、利用者の操作が詳細印刷操作ではないと判断する。
【００９４】
　そして、利用者の操作が詳細印刷操作であると判断すると（Ｓ８２０でＹｅｓ）、制御
部１１は、Ｓ８３０に移行し、店舗データが示す詳細データの取得先を表すＵＲＬ情報（
図４（ｂ）に示すｄｅｔａｉｌ＿ＵＲＬタグに囲まれたＵＲＬ情報）に基づいて、対応す
る店舗サーバ４０に、通信部１９を介して詳細データを要求する。また、Ｓ８３０での処
理を終了すると、制御部１１は、Ｓ８４０に移行し、店舗サーバ４０から送信されてくる
応答データとしての詳細データを、通信部１９を介して受信するまで待機し、詳細データ
を受信すると、Ｓ８５０に移行して、受信した詳細データを、印刷部１５に印刷出力させ
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る。その後、Ｓ６１０に移行する。
【００９５】
　その他、制御部１１は、Ｓ８２０にて、利用者の操作が詳細印刷操作ではないと判断す
ると（Ｓ８２０でＮｏ）、Ｓ８６０に移行して、入力された操作情報に基づき、利用者の
操作に対応する処理を実行する。例えば、カーソルキーＫ１，Ｋ２が操作された場合には
、表示画面をスクロールし、不明な操作がなされた場合には、拒否音を出力する処理を実
行する。その後、制御部１１は、Ｓ６２０に移行し、次の操作がなされるまで待機する。
そして、利用者によりキャンセル操作がなされると（Ｓ６３０でＹｅｓ）、当該店舗紹介
処理を終了する。
【００９６】
　また、本実施例の複合機１０は、通話中に、相手先の電話装置５０からＤＴＭＦ（Dial
 Tone Multi Frequency）信号を受信したり、当該複合機１０の番号キーを利用者が操作
することによりＤＴＭＦ信号を検出すると、このＤＴＭＦ信号を数値列に変換して、これ
を店舗サーバ４０に送信することにより、店舗サーバ４０から予約受付票データを取得す
る機能を有する。尚、予約受付票データは、上述した予約受付票作成プログラムにより店
舗サーバ４０にて作成される。即ち、上述の機能は、複合機１０の利用者と店員との通話
中に、店員が店舗サーバ４０を操作して、予約受付票データを店舗サーバ４０に作成させ
、この際に店舗サーバ４０から店員に報知される予約受付番号を、店員が電話装置５０を
操作して、利用者の複合機１０にＤＴＭＦ信号にて送信する、若しくは、店員を通じて口
頭で知らされた予約受付番号を、複合機１０の利用者が予約意思確認のために番号キーを
通じて入力する、ことにより、有効に働く。
【００９７】
　図９は、この機能を実現するために、複合機１０の制御部１１が実行する通話中印刷処
理を表すフローチャートである。複合機１０の制御部１１は、Ｓ６７０での発呼処理によ
り電話通信部２１が通話状態となると、この通話中印刷処理を実行する。
【００９８】
　通話中印刷処理を実行すると、制御部１１は、通話状態が終了したか否かを判断し、通
話状態が終了していないと判断すると（Ｓ９１０でＮｏ）、Ｓ９２０に移行して、電話通
信部２１がＤＴＭＦ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ９２０でＮｏ）。そして、電話
通信部２１がＤＴＭＦ信号を検出していないと判断すると、Ｓ９１０に移行する。このよ
うな処理により、制御部１１は、通話状態が終了するか、電話通信部２１がＤＴＭＦ信号
を検出するまで待機する。
【００９９】
　そして、通話状態が終了すると（Ｓ９１０でＹｅｓ）、当該通話中印刷処理を終了し、
電話通信部２１がＤＴＭＦ信号を検出すると（Ｓ９２０でＹｅｓ）、電話通信部２１によ
る変換処理を経て、電話通信部２１から得られるＤＴＭＦ信号に対応する数値列を、通話
中の店舗に対応する店舗サーバ４０に送信する。具体的に、本実施例では店舗データが示
す店舗サーバ４０のＵＲＬ情報に基づき、対応する店舗サーバ４０に、ＤＴＭＦ信号に対
応する数値列を格納した予約受付票の要求データを送信する（Ｓ９３０）。
【０１００】
　また、Ｓ９３０での処理を終了すると、制御部１１は、Ｓ９４０に移行し、店舗サーバ
４０から送信されてくる応答データを、通信部１９を介して受信するまで待機し、応答デ
ータを受信すると、Ｓ９５０に移行して、受信した応答データが予約受付票データである
か否かを判断し、予約受付票データであると判断すると（Ｓ９５０でＹｅｓ）、受信した
予約受付票データを、印刷部１５に印刷出力させる（Ｓ９６０）。
【０１０１】
　一方、制御部１１は、受信データが予約受付票データではないと判断すると（換言する
と、受信した応答データがエラーであることを示すデータであると判断すると）、応答デ
ータに基づいて、エラー情報を表示部２３ａに表示し（Ｓ９７０）、その後、Ｓ９１０に
移行する。そして、通話状態が終了すると（Ｓ９１０でＹｅｓ）、当該通話中印刷処理を
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終了する。
【０１０２】
　続いて、広告サーバ３０の制御部３１が実行する処理について説明する。図１０は、広
告サーバ３０の制御部３１が実行する広告サーバ応答処理を表すフローチャートである。
制御部３１は、通信部３３を通じて外部からデータを受信する度に、この広告サーバ応答
処理を実行する。
【０１０３】
　広告サーバ応答処理を実行すると、制御部３１は、Ｓ１０１０にて、受信データが、広
告データを要求するデータであるか否かを判断し、受信データが広告データを要求するデ
ータであると判断すると（Ｓ１０１０でＹｅｓ）、上述した広告データを、記憶部３５か
ら読み出し、これを応答データとして、要求元の装置（複合機１０）に通信部３３を介し
て送信する（Ｓ１０２０）。その後、当該広告サーバ応答処理を終了する。
【０１０４】
　一方、受信データが広告データを要求するデータではないと判断すると（１０１０でＮ
ｏ）、制御部３１は、Ｓ１０３０に移行し、受信データが店舗データを要求するデータで
あるか否かを判断する。そして、受信データが店舗データを要求するデータであると判断
すると（Ｓ１０３０でＹｅｓ）、要求された店舗データを、記憶部３５から読み出し、こ
れを要求元の装置（複合機１０）に通信部３３を介して送信する（Ｓ１０４０）。その後
、当該広告サーバ応答処理を終了する。
【０１０５】
　その他、受信データが店舗データを要求するデータではないと判断すると（Ｓ１０３０
でＮｏ）、制御部３１は、Ｓ１０５０に移行し、受信データが電話番号についての問合せ
データであるか否かを判断し、受信データが電話番号についての問合せデータであると判
断すると（Ｓ１０５０でＹｅｓ）、Ｓ１０６０に移行して、番号検索処理を実行する。尚
、図１１は、制御部３１が実行する番号検索処理を表すフローチャートである。
【０１０６】
　番号検索処理を開始すると、制御部３１は、Ｓ１０６１にて、問合せデータに格納され
た店舗コードに対応する電話番号を、発呼先データ内において検索し、この検索の結果得
られた上記店舗コードに対応する電話番号を、応答データに格納して、これを、通信部３
３を介し、問合せ元の複合機１０に送信する（Ｓ１０６３）。また、Ｓ１０６３での処理
を終えると、制御部３１は、Ｓ１０６５に移行し、記憶部３５が記憶する問合せ履歴デー
タにおける該当店舗の値（電話番号を検索した店舗コードに関連付けられた問合せ回数の
値）を１加算する。その後、当該番号検索処理を終了する。また、Ｓ１０６０での番号検
索処理を終了すると、制御部３１は、広告サーバ応答処理を終了する。
【０１０７】
　また、Ｓ１０５０にて、受信データが電話番号についての問合せデータではないと判断
すると（Ｓ１０５０でＮｏ）、制御部３１は、Ｓ１０７０に移行し、受信データが店舗デ
ータの有無についての問合せデータであるか否かを判断し、受信データが店舗データの有
無についての問合せデータであると判断すると（Ｓ１０７０でＹｅｓ）、Ｓ１０８０にて
、店舗検索処理を実行する。尚、図１２は、制御部３１が実行する店舗検索処理を表すフ
ローチャートである。
【０１０８】
　店舗検索処理を開始すると、制御部３１は、Ｓ１０８１にて、問合せデータに格納され
た電話番号に対応する店舗コードを、記憶部３５が記憶する発呼先データ内にて検索し、
検索の結果、問合せデータに格納された電話番号に対応する店舗コードが得られた場合に
は、この店舗コードが記述された店舗データを、記憶部３５において検索する。
【０１０９】
　そして、記憶部３５に、この店舗コードが記述された店舗データ（換言すると、問合せ
データに格納された電話番号に対応する店舗データ）が存在する場合には、店舗データが
記憶部３５に存在すると判断して（Ｓ１０８３でＹｅｓ）、Ｓ１０８５に移行する。そし
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て、店舗データが存在する旨の情報と、問合せデータに格納された電話番号に対応する店
舗データの取得先を表すＵＲＬ情報と、を格納した応答データを、問合せ元の複合機１０
に、通信部３３を介して送信する。その後、当該店舗検索処理を終了する。
【０１１０】
　一方、検索の結果、問合せデータに格納された電話番号に対応する店舗コードが得られ
なかった場合、若しくは、店舗コードに対応する店舗データが記憶部３５において存在し
なかった場合には、店舗データが記憶部３５に存在しないと判断して（Ｓ１０８３でＮｏ
）、店舗データが存在しない旨の情報を格納した応答データを、問合せ元の複合機１０に
、通信部３３を介して送信する（Ｓ１０８７）。その後、当該店舗検索処理を終了する。
また、このようにして、Ｓ１０８０で当該店舗検索処理を終了すると、広告サーバ応答処
理を終了する。
【０１１１】
　その他、Ｓ１０７０で、受信データが店舗データの有無についての問合せデータではな
いと判断すると（Ｓ１０７０でＮｏ）、制御部３１は、受信データに対応するその他の処
理を実行した後に、当該広告サーバ応答処理を終了する。
【０１１２】
　以上、広告サーバ３０の処理動作について説明したが、最後に、各店舗サーバ４０の処
理動作について説明する。図１３は、各店舗サーバ４０の制御部４１が実行する店舗サー
バ応答処理を表すフローチャートである。制御部４１は、通信部４３を介して外部からデ
ータを受信する度に、当該店舗サーバ応答処理を実行する。
【０１１３】
　店舗サーバ応答処理を開始すると、制御部４１は、受信データが、クーポンデータを要
求するデータであるか否かを判断し（Ｓ１１１０）、受信データがクーポンデータを要求
するデータであると判断すると（Ｓ１１１０でＹｅｓ）、この応答データとして、要求元
の複合機１０に、記憶部４５に格納されたクーポンデータを、通信部４３を介して送信す
る（Ｓ１１２０）。その後、店舗サーバ応答処理終了する。
【０１１４】
　一方、受信データが、クーポンデータを要求するデータではないと判断すると（Ｓ１１
１０でＮｏ）、制御部４１は、Ｓ１１３０に移行し、受信データが詳細データを要求する
データであるか否かを判断する。そして、受信データが詳細データを要求するデータであ
ると判断すると（Ｓ１１３０でＹｅｓ）、応答データとして、要求元の複合機１０に、記
憶部４５に格納された詳細データを、通信部４３を介して送信する（Ｓ１１４０）。その
後、店舗サーバ応答処理を終了する。
【０１１５】
　また、受信データが詳細データを要求するデータではないと判断すると（Ｓ１１３０で
Ｎｏ）、制御部４１は、Ｓ１１５０に移行して、受信データが数値列を含む予約受付票の
要求データであるか否かを判断する。そして、受信データが予約受付票の要求データであ
ると判断すると（Ｓ１１５０でＹｅｓ）、Ｓ１１６０に移行し、受信データに格納された
数値列に対応する予約受付票データを、記憶部４５内において検索する。
【０１１６】
　この検索の結果、予約受付票データが得られると、制御部４１は、Ｓ１１７０でＹｅｓ
と判断し、検索の結果得られた予約受付票データを、応答データとして、要求元の複合機
１０に、通信部４３を介して送信する（Ｓ１１８０）。その後、当該店舗サーバ応答処理
を終了する。一方、上記検索により予約受付票データが得られないと、制御部４１は、Ｓ
１１７０でＮｏと判断し、エラー情報を格納した応答データを、要求元の複合機１０に、
通信部４３を介して送信する（Ｓ１１９０）。その後、当該店舗サーバ応答処理を終了す
る。
【０１１７】
　また、制御部４１は、受信データが予約受付票の要求データではないと判断すると（Ｓ
１１５０でＮｏ）、Ｓ１２００にて、受信データに対応する処理を実行した後、当該店舗
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サーバ応答処理を終了する。
【０１１８】
　以上、本実施例の通信システム１について説明したが、本実施例によれば、異種のネッ
トワーク（電話回線網、コンピュータネットワーク）に存在する関連装置へのアクセスを
連動して実行するように、複合機１０を構成しているので、関連装置へのアクセスにかか
る利用者の操作を低減することができる。
【０１１９】
　例えば、本実施例の通信システム１では、入力装置としての表示操作部２３を利用者が
操作することにより、発呼操作が行われると（Ｓ１２０でＹｅｓ，Ｓ６４０でＹｅｓ）、
複合機１０が、利用者により入力（指定）された電話番号先の電話装置、又は、利用者に
より指定された店舗に対応する電話番号先の電話装置に発呼する（Ｓ４１０，Ｓ６７０）
。また、上記利用者の指定により発呼先が確定し、この発呼先への発呼が実行されると、
複合機１０は、クーポン印刷確認画面を表示して（Ｓ４８０，Ｓ７１０）、利用者の意思
確認後、予め取得した店舗データが示すクーポンデータの取得先を表すＵＲＬ情報に基づ
き、この発呼先の電話装置（店舗）に対応するクーポンデータを、コンピュータネットワ
ークを通じて、対応する店舗サーバ４０から取得する（Ｓ５１０～Ｓ５２０，Ｓ７４０～
Ｓ７５０）。そして、これを印刷部１５に印刷出力させる（Ｓ５３０，Ｓ７６０）。つま
り、本実施例では、発呼処理と連動して、発呼先の店舗に対応するクーポンデータを、電
話回線網とは異なるコンピュータネットワーク内の店舗サーバ４０から取得する。
【０１２０】
　従って、本実施例によれば、利用者は、店舗に予約や問合せ等の電話をするために発呼
操作を行う程度で、その店舗のクーポンデータを入手することができ、従来のように、ク
ーポンデータを、パーソナルコンピュータ等を操作してコンピュータネットワーク（イン
ターネット）から取得する必要がなく、クーポンデータの取得に際して煩わしい操作をし
なくて済む。
【０１２１】
　その他、本実施例の通信システム１では、表示操作部２３を利用者が操作することによ
り、クーポン印刷操作が行われると（Ｓ７３０でＹｅｓ）、複合機１０が、利用者により
指定された店舗のクーポンデータを、このクーポンデータを管理する店舗サーバ４０から
取得する（Ｓ７４０，Ｓ７５０）。
【０１２２】
　また、上記利用者の店舗指定により取得対象のクーポンデータが確定し、このクーポン
データの取得が実行されると、複合機１０は、発呼確認画面を表示して（Ｓ８００）、発
呼についての利用者の意思を確認した後、取得したクーポンデータに対応する店舗の電話
番号を取得し（Ｓ６６０）、この電話番号先の電話装置に対し、呼を発する（Ｓ６７０）
。即ち、本実施例ではクーポンデータの取得処理と連動して、クーポンデータに対応する
店舗の電話番号先に呼を発し、店舗の電話装置５０と複合機１０との通信を確立する。
【０１２３】
　従って、本実施例によれば、利用者は、クーポンデータを取得する程度で、店舗の電話
番号等を入力する操作をすることなく、店員と通話することができ、予約等の行為を簡単
にすることができる。
【０１２４】
　また、本実施例では、受信したクーポンデータを、自装置に搭載された不揮発性の記憶
媒体としての記憶部１７に保存する（Ｓ５４０，Ｓ７７０）と共に、保存したクーポンデ
ータを再度印刷出力できるように複合機１０を構成しているので、利用者の必要に応じて
迅速にクーポンを生成することができる。
【０１２５】
　その他、本実施例では、店舗の電話番号と、この店舗のクーポンデータの取得先を表す
ＵＲＬ情報と、を関連付けて記憶するデータ群（本発明のデータベースに相当）を、複合
機１０ではなく広告サーバ３０に設けているので、データ更新（店舗データの登録等）が
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容易である。更に言えば、本実施例では、クーポンデータを、各店舗に設置された店舗サ
ーバ４０に保持させるようにシステムを構成しているので、クーポンデータの管理を、店
員等に行わせることができ、クーポンデータの更新・管理が容易である。
【０１２６】
　尚、本発明の通信装置は、複合機１０に相当し、データベースは、記憶部３５が記憶す
る店舗毎の店舗データ及び発呼先データからなるデータの集合に相当する。
【０１２７】
【０１２８】
【０１２９】
　また、データ取得手段は、クーポン印刷操作が利用者によりなされると、利用者により
指定された店舗のクーポンデータを取得する制御部１１の処理（Ｓ７３０～Ｓ７５０）に
て実現されており、発呼手段は、クーポンデータの取得後、クーポンデータに対応する店
舗の電話装置に対して発呼する制御部１１の処理（Ｓ８１０でＹｅｓと判断した後のＳ６
７０）にて実現されている。また、識別情報取得手段は、店舗データに示された電話番号
の取得先を表すＵＲＬ情報に基づき、電話番号を広告サーバ３０に問合せて、取得したク
ーポンデータに対応する店舗の電話番号を取得する制御部１１の処理（Ｓ８１０でＹｅｓ
と判断した後のＳ６５０～Ｓ６６０）にて実現されている。
【０１３０】
　また、データ記録手段は、制御部１１が実行するＳ７７０の処理にて実現されている。
その他、画像出力手段は、印刷部１５及び制御部１１が実行するＳ７６０の処理にて実現
されている。また、店舗に関するデータは、店舗サーバ４０が記憶するクーポンデータに
相当する。
【０１３１】
　また、本発明の通信装置は、上記実施例に限定されるものではなく、種々の態様を採る
ことができる。
　例えば、上記実施例では、Ｓ４８０，Ｓ７１０で、クーポン印刷確認画面を表示部２３
ａに表示して、利用者に、クーポン印刷の意思を確認するようにしたが、利用者の意思を
確認せずに、強制的に、クーポンデータの印刷出力を実行するように、複合機１０を構成
してもよい。即ち、図７に示す発呼操作受付処理におけるＳ４８０及びＳ４９０のステッ
プを削除して、Ｓ４７０の処理後、強制的にＳ５１０に移行するように、複合機１０を構
成してもよい。また同様に、図８に示す店舗紹介処理におけるＳ７１０及びＳ７２０のス
テップを削除して、Ｓ７００でＹｅｓと判断した場合には、Ｓ６１０に移行し、Ｓ７００
でＮｏと判断した場合には、ただちにＳ７４０に移行するように、複合機１０を構成して
もよい。
【０１３２】
　その他、上記実施例では、Ｓ８００にて、発呼確認画面を表示部２３ａに表示して、利
用者に、発呼の意思を確認するようにしたが、利用者の意思を確認せずに、強制的に、店
舗への発呼処理を実行するように、複合機１０を構成してもよい。即ち、図８に示す店舗
紹介処理におけるＳ８００及びＳ８１０のステップを削除して、Ｓ７９０でＹｅｓと判断
した場合には、Ｓ６１０に移行し、Ｓ７９０でＮｏと判断した場合には、ただちにＳ６５
０に移行するように、複合機１０を構成してもよい。
【０１３３】
　また、上記実施例では、店舗データに、店舗の電話番号ではなく、電話番号の取得先を
表すＵＲＬ情報を格納したが、勿論、店舗データには、店舗の電話番号を、電話番号の取
得先を表すＵＲＬ情報に代えて格納してもよい。
【０１３４】
　店舗の電話番号を広告サーバ３０に問合せるように本実施例の通信システム１を構成し
たのは、広告サーバ３０にて提供される広告サービスについての利用頻度を、統計情報と
して出力できるようにするためである。本実施例のように、広告サービスの利用頻度を、
各店舗毎に集計すれば、ビジネス上、広告サービスの有用性を、顧客としての店舗にアピ



(18) JP 4645320 B2 2011.3.9

10

20

ールすることができて便利である。また、集計結果を、広告の効果と見なして、店舗に対
して集計結果に応じた料金を課すことで、適正な課金を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明が適用された通信システム１の構成を表す説明図である。
【図２】表示操作部２３の構成を示した説明図である。
【図３】広告サーバ３０が保持するデータの構成を表す説明図である。
【図４】広告データの構成例を表す説明図（ａ）及び店舗データの構成例を表す説明図（
ｂ）である。
【図５】複合機１０が実行するクーポン提供に係る処理を概略的に表した説明図である。
【図６】複合機１０の制御部１１が行うメイン処理を表すフローチャートである。
【図７】制御部１１が実行する発呼操作受付処理を表すフローチャートである。
【図８】制御部１１が実行する店舗紹介処理を表すフローチャートである。
【図９】制御部１１が実行する通話中印刷処理を表すフローチャートである。
【図１０】広告サーバ３０の制御部３１が行う広告サーバ応答処理を表すフローチャート
である。
【図１１】制御部３１が実行する番号検索処理を表すフローチャートである。
【図１２】制御部３１が実行する店舗検索処理を表すフローチャートである。
【図１３】店舗サーバ４０の制御部４１が行う店舗サーバ応答処理を表すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０１３６】
１…通信システム、１０…複合機、１１，３１，４１…制御部、１３…読取部、１５…印
刷部、１７，３５，４５…記憶部、１７ａ…ＵＲＬ情報記憶部、１７ｂ…クーポンデータ
記憶部、１９，３３，４３…通信部、２１…電話通信部、２３…表示操作部、２３ａ…表
示部、２３ｂ…操作部、３０…広告サーバ、４０…店舗サーバ、５０…電話装置
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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